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第 1章 景観計画策定の趣旨 

1-1.景観計画策定の背景と目的 
 

 調布市では，国分寺崖線などの豊かな緑，多摩川や野川などの水辺と湧水に恵まれた自然

環境の中で，農業や歴史・文化活動が行われ，豊かな自然と都市活動が調和を図りながら，

まちが形成されてきました。このような自然・歴史・文化の中で，市民が生活し活動を続け

ることにより，調布市固有の景観が育まれてきました。 

 調布市は，これまでに地区計画制度をはじめ，建築物の絶対高さを定める高度地区や深大

寺通り沿道観光関連産業保護育成地区における特別用途地区の指定などにより，良好な景観

の形成に向けた規制誘導を実施してきました。 

 こうした中，平成 16 年には，我が国で初めての景観に関する総合的な法律である「景観

法（平成 16 年 6 月 18 日法律第 110 号）」が制定されるなど，市町村等が地域の特性を生か

した良好な景観の形成を積極的に推進していくための環境が整備されました。 

 調布市でも，こうした市を取り巻く社会的な変化や時代の要請等に対応し，平成 22 年 3 月

に策定した「調布市地域別街づくり方針」において，市民との協働による武蔵野の自然景観

の保全や潤いのある都市景観の形成を方針の一つに掲げ，また平成 24 年 4 月に策定した「調

布市景観基本計画」において，市における景観形成の基本的な考え方を示しました。 

 これらを踏まえ，市民や事業者と市が一体となって調布らしい魅力ある景観の形成に積極

的に取り組んでいくため，景観法に基づく「調布市景観計画」を策定します。 

 

1-2.景観計画の位置付け 

 調布市景観計画の位置付けは，以下のようになっています。 

 

 

 

 

 

 
   

 

市の上位計画 

調布市景観計画 
景
観
法 

東京都景観条例 

調布市基本計画 

市の関連計画・施策 

東京都 調布市 国 

調布市景観基本計画 

など 

東京都景観計画

計画 

調布市景観条例 

調布市都市計画 
マスタープラン 

調布市緑の基本計画 

調布市環境基本計画 

調布市総合交通計画 など 

調布市地域別 
街づくり方針 
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第 2章 景観の特性と課題 

(1)地形変化が生み出す多様な景観 
 

①国分寺崖線と多摩川がつくる市の東西方向に連続する骨格となる眺望景観 

②南北方向に多様な地形変化が生み出す身近な眺望景観 

③野川などの市街地を流れる身近な水辺景観 

④大小の坂道と崖線緑地がつくる景観 
 
 
 

(2)街道沿いに発展したまちの成り立ちがつくる景観 
 

①甲州街道と京王線を東西軸として南北方向に広がる市街地景観 

②市の東西を貫通する主要交通施設がつくる景観 

③市民生活を支える表情豊かな沿道景観 

④ゆったりと心地良い歩くことが楽しくなる歩行景観 

⑤地域の景観拠点となる個性が漂う 9 つの駅前景観 

⑥まとまりのある土地利用がつくる個性的な景観 
 
 

(3)歴史文化資源がまちの物語を伝える景観 
 

①まちの誇りとなる深大寺などの受け継がれてきた歴史文化景観 

②先人の土地への思いを受け継ぐ田園景観 

③まちに蓄積された小さな記憶が語りかける景観 

 
 
 
 

(4)多様な住宅地の景観 
 

①立地環境などに応じて多様な表情を持つ戸建住宅地の景観 

②駅周辺や主要な道路沿いに広がる都市型住宅の景観 

③計画的な土地利用によるゆとりある大規模団地の景観 

 

 
 

(5)市民の存在を感じる温かみある景観  
 

①市民の活力とにぎわいがまちに表情を与える景観 

②人と自然との一体感がつくり出すほっとする景観 

③身近に食を感じる景観 

④良好な景観を支える地域コミュニティの存在が感じられる景観 

⑤地域の安全や活動を支える公共公益施設の景観 

⑥まちを彩る色彩や季節の変化が奥行を与える景観 
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第 3章 景観計画の区域 

3-1.景観計画区域 （景観法第 8条第 2項第 1号関係） 

 景観計画の区域（以下，「景観計画区域」という。）は，市全体での景観づくりを一体的に

進めていくため，市全域とします。 
 

3-2.景観計画区域の区分 

 景観計画区域内には，市の景観形成上，特に景観構造の主要な骨格となっている地域や，

共通の景観特性を持ち，ある一定の広がりをもった地域があります。こうした地域について

は，景観計画区域の地区を区分して，地区ごとに個別的な方針や基準を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4章 景観まちづくりの基本目標と方針 （景観法第 8条第 3項関係） 

 市の良好な景観の形成を図るため，景観まちづくりの基本目標と基本方針を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[基本目標] 

人と自然が織りなす ほっとする暮らしがみえるまち 調布 

[基本方針] 

１．まちの骨格を際立たせる自然環境の景観価値の向上 

２．市民生活を支える基盤となる都市施設の魅力的な景観の形成 

３．地域の歴史文化を感じさせる景観の熟成 

４．地域コミュニティの存在を感じるほっとする暮らしの景観の育成 

５．市民のいきいきとした活動がまちの表情を豊かにする景観まちづくり 

 

 

 

景観形成重点地区は，本市の「顔」や

「骨格」となる景観上重要な地区や地

域住民の景観形成に対する取組意欲

の高い地区等を，景観形成に積極的に

取り組んでいく地区として，調布市景

観条例に基づいて指定する地区です。 

一般地域は，景観計画区域のうち，景観形成重点

地区以外の地域を対象としています。 

景観形成重点地区 一般地域 景観形成推進地区 

景観計画区域 

  
  
  

景観形成推進地区は，一般地域のうち，一定の景観特性を

有する線的に連続する地区や面的な広がりのある地区を対

象としています。 
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第 5章 届出制度による景観形成 

 市の良好な景観形成を推進するため，景観法に基づく届出や調布市景観条例に基づく事前

協議により，本計画に定める景観形成基準や景観形成方針などを活用しながら，一定規模以

上の建築物等の規制誘導を図ります。 

(1)届出対象行為 （景観法第 16 条第 1項関係） 

 表に掲げる建築物の新築等，工作物の新設等，開発行為等を行う場合は，景観法に基づく

届出が必要となります。また，届出対象行為の規模は，地域・地区ごとに異なります。 
 
表 景観形成重点地区，一般地域及び景観形成推進地区の規模 

 建築物の新築等 工作物の新設等 開発行為 土石の堆積等 

景
観
形
成
重
点
地
区 

深大寺通り 
周辺地区 

全ての行為 全ての行為 
開発区域の面積 
≧500 ㎡ 

造成面積 
≧500 ㎡ 

国分寺崖線 
地区 

高さ≧10ｍ又は 
延べ面積≧500 ㎡ 

下記以外の 
工作物 

高さ≧10ｍ又は 
築造面積≧1,000 ㎡ 

開発区域の面積 
≧500 ㎡ 

造成面積 
≧500 ㎡ 擁壁 全てのもの 

墓園等 区域面積≧500 ㎡ 

一般地域 

高さ≧20ｍ又は 
延べ面積≧3,000 ㎡ 

下記以外の 
工作物 

高さ≧20ｍ又は 
築造面積≧3,000 ㎡ 

開発区域の面積 
≧3,000 ㎡ 

－ 

景観形成推進地区 
擁壁 全てのもの 

墓園等 － 

 

(2)届出の時期 

 届出の時期は，届出対象行為の種類ごとに景観条例等に規定しています。例えば，建築物 

の新築等については，事業主が建築確認申請や特定行政庁への許可，認定申請の 30 日前ま

で等に届出を行うこととなります。 

(3)開発事業に係る事前協議 

 景観法に基づく届出の手続きが円滑に進むよう，開発事業に係る事前協議を位置付けます。 

 事前協議の対象となる行為は，届出が必要なもののうち，建築物の新築，増築等の一定の

行為及び開発行為とします。 

 なお，開発事業とは，事前協議の対象となる行為のうち，次に示すいずれかに該当する規 

模のものとし，事業主は届出の 30 日前など景観条例等に規定する時期に，事前協議書の提

出を行うこととなります。 
   
①開発区域の面積 500 ㎡以上 

 
②次のいずれかに該当する建築物 

 
 ア. 高さ 10ｍを超える建築物（一戸建ての住宅を除く） 
 イ. 階数 地上 4階建て以上の建築物 
 ウ. 延べ面積 1,500 ㎡以上の建築物 
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※1：東京都景観条例第 20 条に基づく大規模建築物等の事前協議及び審査が行われたものは除きます。 
※2：届出の時期は，建築確認申請の 30 日前，特定行政庁への許可申請の 30 日前，環境影響評価法第 15

条の規定による準備書等の送付の日など，規則に定めています。 
※3：勧告に伴う公表の措置などについては，調布市景観条例に定めています。 
 
 
図 事前協議及び景観法に基づく届出のフロー 

（法第１６条第１項） 

（法第１６条第３項） （法第１７条第１項） 

意見 

意見 

（法第１７条第４項） 

３
０
日
以
内 

３
０
日
前
ま
で
に
届
出 

３
０
日
（延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
期
間
）を
経
過
し
た
後 

（法第１８条） 

届出 

行為の着手（行為の着手の制限の解除） 

景観審議会 

是正 

建築確認申請等 

是正 

開発事業の事前協議※1 開発事業以外の事前相談 

協議 必要に応じて意見 

意見 

※2 

（条例第１２条） 

（条例第１６条） 

変更命令 

期間延長 
の通知 

勧告※3 

 

変更命令 

指導 

事前相談 

事前相談 

事前協議 

景観審議会・景観アドバイザー 

指導・助言 

相談 必要に応じて意見 

景観アドバイザー 

助言 

完了報告 
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第 6章 景観形成重点地区 

6-1.深大寺通り周辺景観形成重点地区の景観形成 

(1)位置・範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
図 深大寺通り周辺景観形成重点地区の範囲 
       

(2)景観形成方針 （景観法第 8条第 3項関係） 
 

●水と緑の豊かな自然環境の保全 

 都市計画公園等の緑地保全の諸制度との連携を図りながら，深大寺周辺の自然林を

はじめとする樹木や湧水・水路等を，所有者や地域住民等により適切に維持管理し，

良好な自然環境の保全を図ります。 

●自然環境を生かした落ち着きの感じられる街並み景観の形成 

 緑豊かな木々に包まれ，湧水や水路の水音が聞こえてくる良好な自然環境を生かし，

落ち着きの感じられる街並み景観の形成を図ります。 

●地域の歴史・文化を継承した魅力ある街並み景観の形成 

 地区内の建築物に見られる銀ねず色の瓦を葺いた勾配屋根や，真壁造りやこれに類

する和風様式の建築物，しっくいや土壁などの伝統的な外壁またはこれに類する落ち

着いた色彩の外壁等，特徴的な形態・意匠を継承しつつ，周囲の良好な自然環境との

調和に配慮し，地域の歴史・文化を感じ取れる風情ある街並み景観の形成を図ります。 

●訪れる人にもゆとりと潤いを提供する景観の形成 

 地域住民はもちろんのこと，地区を訪れる観光客も四季を通じてゆっくりと散策し，

季節の移り変わりを楽しむことができる，ゆとりと潤いに満ちた景観の形成を図りま

す。 

 この地図は，東京都知事の承認を受けて，東京都縮尺1／2,500の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。ただし，計画線は，都市計画道路の計画図から

転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）２５都市基街測第１４号，平成２５年５月２１日 

 この地図は，東京都知事の承認を経て東京都縮尺1／2,500の地形図を使用して作成したものである。（承認番号）２５都市基交測第１６号 

 この地形図は，東京都都市整備局および㈱ミッドマップ東京の東京都1/2,500地形図を使用して作成したものである。無断複製を禁ず。(承認番号：MMT利許第052号-22，

MMT利許第052号-24) 
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(3)届出対象行為（建築物） （景観法第 16 条第 1項関係） 

行為 規模 

建築物の新築等 ・全ての行為 
 

(4)景観形成のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～景観形成基準の一例（景観法第 8条第 2項第 2号関係）～ 

● 住宅に附属する車庫，物置や建築設備等は，通りから見えにくい位置に配置する

ように努める。やむを得ず通りに面する場合などは，植栽や目隠しなどによって，

目立たせないようにする。 

● 深大寺通り，寺前通り，参道からの見え方に配慮し，周辺樹林や街並みとの調和

を図る。 

● 敷地周辺に柵，塀や門を設置する場合には，生垣や竹垣，板塀などの自然素材な

どを用い，自然環境や街並みに配慮する。 

 

 

 

 

 

・沿道にオープンスペースを設け，
ゆとりの演出を行う 

・敷地周辺に柵を設ける場合は，生垣とする 

・湧水がある場合は，これらを生かした
空間を形成するとともに保全を図る 

・敷地内は緑化し，周囲の緑と連
続させる 

・形態・意匠において，個々
の建築物だけでなく，街並
みとしての調和を図る 

真壁造りの店舗と周囲の木々が調和した街並み 四季の移り変わりが感じられる自然豊かな環境 
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6-2.国分寺崖線景観形成重点地区の景観形成 

(1)位置・範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図 国分寺崖線景観形成重点地区の範囲 
 

(2)景観形成方針 （景観法第 8条第 3項関係） 
 

●連続した緑の景観の形成 

 現存する崖線の地形や緑の保全を図りながら，建築物の建築や道路等，部分的に緑

が分断される場所では，屋上緑化や建築物周辺の緑化を推進し，崖線の連続する地形

や緑の保全・回復を図ります。 

●優れた自然環境を生かした景観の形成 

 国分寺崖線の緑は市街地における貴重な緑であることから，緑地保全の諸制度との

連携を図り，斜面緑地等の自然環境の保全を図ります。 

●崖線の歴史的・文化的資源を生かした景観の形成 

 崖線周辺に見られる多くの寺社や旧跡等の歴史資源の保全や，湧水や豊富な清水を

利用した水車等の生産文化資源の復元を図り，これらと調和した歴史性を感じさせる

街並み景観の形成を図ります。 

●崖線の存在を生かした魅力ある地域の景観の形成 

 市街地の背景となる崖線の緑と調和した良好な市街地景観を形成するため，崖線周

辺の建築物等の色彩を緑と調和したものに誘導するなどの景観形成を図ります。 

※赤線枠内の市内に限る。（市外は，「東京都景観計画」における国分寺崖線景観基本軸の範囲） 
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(3)届出対象行為（建築物） （景観法第 16 条第 1項関係） 
 

行為 規模 （以下のいずれかに該当するもの） 

建築物の 

新築等 

Ａ.新築，改築，移転 
・高さ 10ｍ以上 

・延べ面積 500 ㎡以上 

Ｂ.増築 
・増築後の高さが 10ｍ以上となるもの 

・増築後の延べ面積が 500 ㎡以上となるもの 

Ｃ.外観を変更することとなる修繕 
 若しくは模様替え又は色彩の変更 

・高さ 10ｍ以上 

・延べ面積 500 ㎡以上 
 

(4)景観形成のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～景観形成基準の一例（景観法第 8条第 2項第 2号関係）～ 

● 国分寺崖線の緑の景観が連続するような配置とする。  

● 高さは，崖線の緑や周辺建築物群のスカイラインとの調和を図り，著しく突出し

た高さの建築物は避ける。 

● 形態・意匠は，建築物自体のバランスだけでなく，国分寺崖線の緑や周辺の街並

みとの調和を図る。 

 

 

 

 

市街地の緑の背景を形作る国分寺崖線 野川付近の国分寺崖線 

・適切な隣棟間隔を確保する 

・崖線の台地部の樹木の最
高高さを超えない ・長大な壁面を避け，

圧迫感を軽減する 

・開放感のある視界を確保
するように配置し，オープン
スペースを設ける 

・敷地内を緑化し，崖線の緑と連続させる 

・壁面の緑化を積極的に行う 
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第 7章 一般地域/景観形成推進地区 

7-1.一般地域 

(1)位置・範囲 

 景観計画区域のうち，景観形成重点地区以外の地域を「一般地域」とします。 
 

(2)届出対象行為（建築物） （景観法第 16 条第 1項関係） 
 

行為 規模 （以下のいずれかに該当するもの） 

建築物の 

新築等 

Ａ.新築，改築，移転 
・高さ 20ｍ以上 

・延べ面積 3,000 ㎡以上 

Ｂ.増築 
・増築後の高さが 20ｍ以上となるもの 

・増築後の延べ面積が 3,000 ㎡以上となるもの 

Ｃ.外観を変更することとなる修繕 
 若しくは模様替え又は色彩の変更 

・高さ 20ｍ以上 

・延べ面積 3,000 ㎡以上 

 

(3)景観形成基準 
 

～景観形成基準の一例（景観法第 8条第 2項第 2号関係）～ 

● 壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など，周辺の街並みとの調和に配慮

した配置とする。 

● 道路等の公共空間側にオープンスペースを設ける。 

● 周辺からの見え方に配慮し，周囲の建築物との調和を図る。 

● 形態・意匠は建築物全体のバランスだけでなく，周辺の建築物等との調和を図る。 

● 屋根や屋上に設備等を設ける場合は，建築物と一体的に計画するなど周囲からの

見え方に配慮する。 

● 建築物に附帯する屋外の階段や設備等は，道路等の公共空間から見えにくい位置

に配置するように努める。 

● 敷地内はできる限り緑化を図り，周辺の緑と連続させる。また，屋上緑化や壁面

緑化を積極的に行う。 

● 緑化に当たっては，樹種の選定に配慮し，周辺の景観との調和を図るとともに，

植物の良好な生育が可能となるよう，植栽地盤を工夫する。 

● 外構計画は，敷地内のデザインのみを捉えるのではなく，隣接する敷地や道路な

ど，周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 
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野川 

多摩川 

7-2.景観形成推進地区 

(1)「水」の景観形成推進地区 

①位置・範囲 

・多摩川の堤防から概ね 100ｍの範囲 

・野川の河川区域から概ね 20ｍの範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
図 「水」の景観形成推進地区の範囲  
 
 

②景観形成方針 （景観法第 8条第 3項関係） 
 

●多摩川の空が大きく広がる開放感のある景観の魅力を高めます。 

●野川などがつくり出す多様な自然環境の魅力を高めます。 

●調布らしさを感じさせる水辺空間の魅力を高めます。 
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③届出対象行為 （景観法第 16 条第 1項関係） 

 一般地域と同じです。 
 

④景観形成のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～景観形成基準の一例（景観法第 8条第 2項第 2号関係）～ 

● 壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など，河川沿いの広がりのある空間

や周辺の街並みとの調和に配慮した配置とする。 

● 形態・意匠は建築物全体のバランスだけでなく，河川沿いの広がりや緑豊かな景

観，また周辺の建築物等との調和を図る。 

● 住宅地では建築物等を照らす過度な照明は控える。また，河川に過度な明るさの

照明を向けないよう配慮する。 

 

 

・河川側に建築物の顔を
向けるよう配置する 

・壁面の位置の連続性や適切な
隣棟間隔を確保する 

・周囲から目立たない工夫をする 

・屋上設備は建築物と一体的に計画する 

・敷地内を緑化し，周囲の緑と連続させる 

・壁面緑化を行う 
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武蔵境通り 

鶴川街道 

甲州街道 

旧甲州街道 

品川通り 

三鷹通り 

布田南通り 

 

(2)「道」の景観形成推進地区 

①位置・範囲 

・甲州街道，武蔵境通り，鶴川街道，三鷹通り，品川通り及び旧甲州街道等の道路境界線より 20

～30ｍの範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
図 「道」の景観形成推進地区の範囲  
 
 

②景観形成方針 （景観法第 8条第 3項関係） 
 

●まちとまちを結び，快適な市民生活を支える主要な道路の景観形成を図ります。 

●誰もが安全・安心に移動できる歩道空間の景観形成を図ります。 

●連続した街並みを意識した沿道の景観誘導を図ります。 

●宿場町の面影を生かした旧甲州街道沿いの街並み景観の熟成を図ります。 
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③届出対象行為 （景観法第 16 条第 1項関係） 

 一般地域と同じです。 
 

④景観形成のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～景観形成基準の一例（景観法第 8条第 2項第 2号関係）～ 

● 道路等の公共空間と連続したオープンスペースを確保するなど，歩行者空間の快

適性に配慮した配置とする。 

● 周囲の建築物の規模やそれらが形成しているスカイラインとの調和を図る。 

● 外構計画は，敷地内のデザインのみを捉えるのではなく，隣接する敷地や道路な

ど，周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 

 

・道路等の公共空間と連続した
オープンスペースを確保する 

・スカイラインの調和を図る ・壁面の位置の連続性や適切な
隣棟間隔を確保する 

・壁面緑化を行う 

・公共空間側に設けたオープンスペースを緑化する 

・周辺建築物との調和を図る 
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(3)「駅」の景観形成推進地区 

①位置・範囲 

・京王電鉄京王線の仙川駅，つつじヶ丘駅，柴崎駅，国領駅，布田駅，調布駅，西調布駅，

飛田給駅及び京王電鉄相模原線の京王多摩川駅の各駅周辺の，「商業地域」及び「近隣商業

地域」の一部 

・調布駅，布田駅，国領駅間の鉄道敷地に接する敷地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 「駅」の景観形成推進地区の範囲  
 

②景観形成方針 （景観法第 8条第 3項関係） 
 

●中心市街地の拠点となる調布駅周辺の景観形成を図ります。 

●地域特性に応じた個性的な駅周辺の景観誘導を図ります。 

●駅周辺の建築物や屋外広告物などの様々な景観要素へ配慮します。 

●京王線連続立体交差事業による中心市街地の新たな景観形成を図ります。 
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③届出対象行為 （景観法第 16 条第 1項関係） 

 一般地域と同じです。 
 

④景観形成のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～景観形成基準の一例（景観法第 8条第 2項第 2号関係）～ 

● 駅前広場に面する場合は，歩行者が快適に利用できるよう，駅前広場側にオープ

ンスペースを設置するなど，公共空間と一体となった配置となるよう配慮する。 

● ゴミ置場などは，駅前広場から見えにくい位置に配置するように努める。やむを

得ず駅前広場から見える位置にある場合は，周囲から目立たない形態・意匠とな

るよう配慮する。 

● 建築物の低層階は，駅前広場に向かって開口部を大きくし，建築物内部の空間を

望めるようにするなどにぎわいの創出に配慮する。 

 

・駅前広場側にオープンスペース
を設置するなど，公共空間と一
体となった配置に配慮する 

・周囲からの見え方に配慮し，周
囲の建築物との調和を図る 

・オープンテラス等を設けられる配
置となるように配慮する 

・オープンスペースで
は，中高木等の植
栽に努める 

・敷地内は，できる限り緑化を図り，
壁面緑化を積極的に行う 
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染地･布田周辺地区 

佐須町・深大寺南町周辺地区 

 

(4)「農」の景観形成推進地区 

①位置・範囲 

・染地･布田周辺地区：布田 6丁目，染地 1丁目，2丁目の一部，国領町 6丁目 

・佐須町･深大寺南町周辺地区：佐須町 1～5 丁目，深大寺南町 1～5 丁目，柴崎 1，2 丁目の

一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
図 「農」の景観形成推進地区の範囲  
 

 

②景観形成方針 （景観法第 8条第 3項関係） 
 

●佐須町などに残る「農」の風景の保全により次世代に伝える景観の熟成を図ります。 

●身近に食を感じられる都市農地などの保全・活用により景観を育みます。 

●街並みの中に「農」が生きづく調和した景観を育みます。 
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・農地の広がりや周囲の街並みとの
調和に配慮した配置とする 

・事業地内は，周囲の農地や
樹木等の景観との調和に配
慮した計画とする 

・敷地内はできる限り緑化を図り，
周囲の農地や樹林等の緑と連
続させる 

 

③届出対象行為 （景観法第 16 条第 1項関係） 

 一般地域と同じです。 
 

④景観形成のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～景観形成基準の一例（景観法第 8条第 2項第 2号関係）～ 

● 壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など，農地の広がりや周辺の街並み

との調和に配慮した配置とする。 

● 敷地内はできる限り緑化を図り，周辺の農地や樹林等の緑と連続させる。また，

屋上緑化や壁面緑化を積極的に行う。 

● 緑化に当たっては，樹種の選定に配慮し，周辺の農地や樹林等の緑との調和を図

るとともに，植物の良好な生育が可能となるよう，植栽地盤を工夫する。 
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第 8章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 

8-1.景観重要建造物の指定の方針 

 景観重要建造物は，歴史的または文化的価値の高さを問うものではなく，地域の良好な景

観を守り，育むという観点から重要な建造物を景観法に基づいて指定するものです。 

 このため，建築年代は比較的新しくても，地域の良好な景観の形成にとって重要な建造物

や市民に親しまれている建造物等を指定の対象とします。 
 

8-2.景観重要樹木の指定の方針 

 景観重要樹木は，歴史的または文化的価値の高さを問うものではなく，地域の良好な景観

を守り，育むという観点から重要な樹木を景観法に基づいて指定するものです。 

 このため，地域の良好な景観の形成にとって重要な樹木や市民に親しまれている樹木等を

指定の対象とします。 

 

 

第 9章 屋外広告物の表示等 （景観法第 8条第 2項第 4号イ関係） 

 現在，市内で屋外広告物を表示する場合の許可申請等の手続きは，「東京都屋外広告物条例」

に基づいて，許可区域にあっては，広告物の種類等により市の広告物担当係等あるいは多摩

建築指導事務所担当課に申請し，それぞれ種類や規模に応じて許可を得ることになっていま

す。 

 市では，こうした「東京都屋外広告物条例」に基づく景観誘導と，市が景観計画により進

める建築物や工作物等に対する景観誘導との連携を図りながら，市内の一層良好な街並み景

観の形成に向けて取り組んでいきます。 

 

 

第 10章 景観に配慮した公共施設の整備 （景観法第8条第 2項第 4号ロ関係） 

(1)景観重要公共施設の指定の方針 

 道路，河川，公園等の公共施設のうち，景観上の骨格を成しているもの，また市あるいは

地域のシンボルとなっているもの等，景観形成上重要な役割を担っている公共施設を，次の

指定の方針を踏まえるとともに，施設管理者等の同意に基づいて景観重要公共施設として指

定します。 
  

①市の「顔」となっている公共施設 

②市の景観の骨格を形成する軸あるいは拠点等の一部を構成する公共施設 

③市または地域の景観の形成において先導的な役割を果たす重要な公共施設 
   

(2)景観重要公共施設 

対象施設名 管理者 備考 

甲州街道(国道 20 号） 国 国道 20 号。一部，並行して旧甲州街道が通る。 

多摩川 国 市の南部に位置している一級河川。 

神代植物公園 東京都 大温室やばら園，芝生広場等がある。 

（景観法第 8条第 2項第 3号関係） 
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第 11章 協働による身近な景観まちづくり 

11-1.小学校区に着目した景観まちづくり 

 調布市景観基本計画の「景観まちづくりの基本的な考え方」に示しているように，身近な

景観に対する愛着を高め，地域の魅力を生かした取組を積極的に進めていくため，市民が認識

し各種活動に取り組みやすいコミュニティ単位である小学校区（身近な景観まちづくりに取

り組むエリア）で景観計画区域を分割し，それぞれのエリアに対する景観まちづくりの方針

(案)等を示します。 
 

■身近な景観まちづくりに取り組むエリア（小学校区） 
 

①第一小学校 ②第二小学校 ③第三小学校 ④八雲台小学校 

⑤富士見台小学校 ⑥滝坂小学校 ⑦深大寺小学校 ⑧上ノ原小学校 

⑨石原小学校 ⑩若葉小学校 ⑪緑ヶ丘小学校 ⑫染地小学校 

⑬北ノ台小学校 ⑭多摩川小学校 ⑮杉森小学校 ⑯飛田給小学校 

⑰柏野小学校 ⑱国領小学校 ⑲布田小学校 ⑳調和小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 身近な景観まちづくりに取り組むエリア（小学校区） 
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11-2.景観まちづくりの取組 

 今後，市は，本計画に示した建築物の新築等の行為の届出により指導・助言等を行う一方

で，「小学校区に着目した景観まちづくり」をはじめ，市民との協働あるいは市民の活動を支

援する景観まちづくりの取組として，以下に示すものを実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 景観まちづくりに対する景観行政団体等の取組 

 
 

【市民提案による地域のルールづくり】 

 景観法の制度等を活用した地域のルールづくりに関して，市民提案の促進に向け取り組み

ます。 

 提案に向けた活動を行う団体は，街づくり条例に基づく街づくり協議会などへの登録を可

能とします。登録団体には，地区住民の合意形成を図りながら，街づくり提案や街づくり協

定の締結に向けた取組が進められるよう，市が活動に対する支援を行います。 

 

景観地区 

地区計画 

街づくり協定 

市民の参加と協働による景観まちづくり 

市民による景観まちづくり 
活動（市民提案）の支援 

景観学習の推進 

景観資源の抽出 

景観審議会と景観アドバイザー制度 

景観審議会 景観アドバイザー制度 

都市計画法 街づくり条例※ 

※調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例 
（平成 16 年 9 月 22 日条例第 18 号） 

景観法 

景観行政団体による施策 

一般地域 

景観形成推進地区 

景観形成重点地区 

景観重要樹木 

景観重要公共施設 

屋外広告物等 

景観重要建造物 

景観計画 

景観まちづくり活動の 
広報と情報提供 
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【市民の参加と協働による景観まちづくりの進め方】 

 市は，市民主体の景観まちづくりに対して，適時，適切な手法により支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市民による段階的な景観まちづくり(イメージ)とそれに対する市の主な支援策 
 

【景観形成重点地区の拡充に関する手順】 

 地域特性を生かした良好な景観の形成を図るために，景観形成重点地区の拡充を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 景観形成重点地区の拡充に関する手順と市の主な支援策 

市の取組 

街づくり専門家 
の派遣 

景観形成推進地区 
の指定 

シンポジウム 
講演会の開催 

 

セミナー 
出前講座の実施 

景観学習の充実 

景観アドバイザー 

市民による景観まちづくり 

適宜，適切な手法を組

み合わせて，市民による

景観まちづくりを支援し

ていきます。 

街づくり協議会，地区協議会等 

景観形成方針等の提案など 

地域の特性に応じたきめ細かな計画づくり 

第
二
段
階 

市民が主体となって，地域のまちづくりを担っていく団体 

街づくり協議会，地区協議会等 

身近な街並みの形成に向けたルールづくり 

街づくりの提案，街づくり協定の締結 

小学校区等に着目した景観まちづくり 

第
一
段
階 

地域の景観特性や実情に応じた景観形成（手法選択） 

地区計画 景観地区 景観計画 景観協定 街づくり 
協定 

建築協定 

第
三
段
階 

景観法に基づく制度 市景観条例に基づく制度 その他の制度・取組等 凡例 

景
観
形
成
重
点
地
区 

地
区
計
画
や
景
観
地
区
等
の 

取
組
へ
の
展
開 

地
域
の
景
観
ま
ち
づ
く
り
の 

取
組
へ
の
発
展 

・景観形成に対する意識啓発･情報提供 
・景観形成の活動支援，専門家派遣 
・景観計画の住民提案制度の活用支援 等 

地区住民に対する支援 

候
補
地
区
の
選
定 

地
区
住
民
の
協
議
の
場
の
設
定 

景
観
形
成
の
方
針
等
の
提
案 

地
区
住
民
の
合
意
形
成 

景
観
形
成
重
点
地
区 

の
指
定 


